白老町環境審議会委員公募要領

１　目　的

　　白老町環境審議会の委員を任命するにあたり、委員の一部を公募により選考することにより町行政の審議等における町民参加の機会を提供するとともに、幅広い町民の意見を審議会等に反映させるため委員の公募を実施します。

２　審議事項

　　白老町環境基本条例により、その権限に嘱された事項ならびに町長の諮問に応じ環境計画に関する事項を、調査審議していただきます。

３　公募委員の数

　　若干名

４　委員の任期

　　令和８年１月から令和１０年１月(委嘱の日から２年間)

５　応募資格

1 白老町在住で満18歳以上の方

2 白老町の環境等について、関心、熱意のある方。

3 平日（日中）に年3回程度開催する会議に出席できる方。

4 白老町議会議員及び白老町職員でない方。

６　応募方法

　　応募については自薦とします。

　　応募方法は指定の応募用紙(別記様式)と合わせて白老町の環境に関して400字程度にまとめた意見書(様式自由)を添えて持参、郵送又は電子メールにより応募してください。

７　募集期間

　　令和８年１月９日（金）まで。郵送の場合は、期間最終日の消印のあるものまで有効とします。また、電子メールの場合は、受信日が期間最終日までのものを有効とします。

８　選考方法

　　応募数が多数の場合は、提出された応募書類により選考します。なお、選考結果は、応募者全員に通知します。
９　委員謝礼

　　町の規定する報酬を支給いたします。

１０　申込書類の応募先

　　応募を希望される方は、公募要領ならびに応募用紙を環境生活室までご請求いただくか、白老町ホームページからダウンロードしてご利用ください。

１１　申込先及びお問い合わせ先
　　〒059-0995　白老郡白老町大町1丁目1番1号

　　白老町役場町民生活部町民サービス課環境生活室環境係
　　℡0144-82-2265　fax0144-82-5574
　　E-Mail　seikatu@town.shiraoi.hokkaido.jp

    白老町ホームページ　http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/
